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訓     令 

和歌山県訓令第12号 

総 務 部  

県税事務所  

和歌山県税規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和5年3月31日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

和歌山県税規程の一部を改正する訓令 

和歌山県税規程（昭和29年和歌山県訓令第162号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 

改 正 後 改 正 前

（賦課台帳の整理等） （賦課台帳の整備）
第10条 県税事務所の長は、個人の県民税（利子 第10条 県税事務所の長は、個人の県民税、狩猟

割、配当割及び株式等譲渡所得割を除く。）、 税及び県固定資産税を除き、県税の賦課のため
狩猟税及び県固定資産税を除き、県税の賦課の 賦課台帳を備え常に整備しておかなければなら
ため賦課台帳（その作成又は保存に代えて電磁 ない。ただし、法人の県民税、県民税利子割、
的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知 県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、事業
覚によっては認識することができない方式で作 税、不動産取得税、自動車税及び鉱区税にあっ
られる記録であって、電子計算機による情報処 ては、申告書、調査資料その他の関係書類をも
理の用に供されるものをいう。第21条の 2 及び って賦課台帳に代えることができる。
第25条において同じ。）の作成又は保存がされ
ている場合における当該電磁的記録を含む。）
を調製し、これを整理しておかなければならな
い。

2 納税者から提出された申告書及び賦課処分の
根拠となった調査資料は、適正に管理しなけれ
ばならない。

（その他の帳簿の整理） （その他の帳簿の整備）
第12条 県税事務所の長は県税につき、次に掲げ 第12条 県税事務所の長は県税につき、次に掲げ

る帳簿を調製し、これを整理しておかなければ る帳簿を備え、常に整備しておかなければなら
ならない。 ない。

～ 略 ～ 略(１) (６) (１) (６)
軽油引取税の調査簿(７)

～ 略 ～ 略(７) (10) (８) (11)

（県税の賦課状況報告） （個人の事業税の決定額等の報告）
第16条 県税事務所の長は、県税の賦課の状況を 第16条 県税事務所の長は、毎年 8 月31日までに

知事に報告しなければならない。 当該年度において課した個人の事業税につき、
個人事業税賦課減額報告書により知事に報告し
なければならない。

2 県税事務所の長は、前項の規定により報告し
た個人の事業税の決定額等に異動を生じたとき
は、毎月の異動分を翌月10日までに個人事業税
賦課減額報告書により知事に報告しなければな
らない。
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（ゴルフ場利用税及び軽油引取税の課税状況等
の報告）

第19条 削除 第19条 和歌山県税事務所長は、ゴルフ場利用税
及び軽油引取税につき、毎月の課税状況等を課
税状況等報告書によりゴルフ場利用税にあって
は翌月25日までに、軽油引取税にあっては翌々
月10日までに知事に報告しなければならない。

（県税の減免報告） （県税の減免報告）
第21条 県税事務所の長は、県税に係る徴収金を 第21条 県税事務所の長は、県税に係る徴収金を

減免した場合において、知事から報告を求めら 減免したときは、その状況を、減免報告書によ
れたときは、その状況を、減免報告書により知 り毎月分を翌月10日までに知事に報告しなけれ
事に報告しなければならない。 ばならない。

（徴収猶予に伴う手続） （徴収猶予に伴う手続）
第21条の 2 県税事務所の長は、法又は条例の規 第21条の 2 県税事務所の長は、法第15条第 1 項

定により徴収猶予をする場合又は徴収猶予を取 、同条第 2 項、同条第 4 項、第72条の38の 2 第
り消す場合には、その状況を明確にするため徴 1 項、同条第 5 項、同条第 6 項若しくは同条第
収猶予整理簿（その作成又は保存に代えて電磁 7 項において準用する同条第 5 項、条例第42条
的記録の作成又は保存がされている場合におけ の25第 1 項、第42条の27の 2 第 2 項、第42条の
る当該電磁的記録を含む。）又は第10条第 1 項 27の 3 第 2 項若しくは第71条第 2 項又は法第14
の賦課台帳を調製し、これにより管理しなけれ 4 条の29の規定により徴収猶予をする場合及び
ばならない。 法第15条の 3 、第72条の38の 2 第 8 項若しくは

同条第 9 項又は条例第42条の26、第42条の27の
2 第 3 項、第42条の27の 3 第 4 項若しくは第71
条第 5 項の規定により徴収猶予を取り消す場合
において、その状況を明確にするため徴収猶予
整理簿を備え、これを整理しなければならない
。

（個人の県民税滞納整理票） （個人の県民税滞納整理票）
第24条 県税事務所の長は、個人の県民税の滞納 第24条 県税事務所の長は、個人の県民税の滞納

処分をする前に個人の県民税滞納整理票を作成 処分をする前に個人の県民税滞納整理票を作成
しなければならない。ただし、歳入徴収者が事 しなければならない。
務上支障がないと判断した場合には、個人の県
民税滞納整理票の作成を省略することができる
。

（様式等） （様式）
第25条 この規程により、県税事務所の長が整理 第25条 この規程により、県税事務所の長が備え

する帳簿、通知書、報告書等の書類（その作成 るべき帳簿及び通知書、報告書等の書類で次に
又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存が 掲げるものの様式は、当該各号に定めるところ
されている場合における当該電磁的記録を含む による。
。次項において「帳簿等」という。）で次に掲
げるものの様式は、当該各号に定めるところに
よる。

～ の 3 略 ～ の 3 略(１) (３) (１) (３)
ゴルフ場利用税賦課台帳 別記第 4 号様式(４)

から まで 削除 及び 削除(４) (６) (５) (６)
略 略(７) (７)

から まで 削除 から まで 削除(８) (11) (８) (10)
軽油引取税調査簿 別記第11号様式(11)

～ 略 ～ 略(12) (13) (12) (13)
の 1 個人事業税賦課減額報告書 別記第14 個人事業税賦課減額報告書 別記第14号様(14) (14)
号の 1 様式 式
の 2 県民税利子割課税状況集計表 別記第(14)
14号の 2 様式
の 3 県民税配当割課税状況集計表 別記第(14)
14号の 3 様式
の 4 県民税株式等譲渡所得割課税状況集計(14)
表 別記第14号の 4 様式
の 5 法人県民税申告額等明細書 別記第14(14)
号の 5 様式
の 6 法人事業税申告額等明細書 別記第14(14)
号の 6 様式
の 7 不動産取得税賦課状況報告書 別記第(14)
14号の 7 様式
の 8 ゴルフ場利用税賦課状況等報告書 別(14)
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別記第4号様式から別記第6号様式までを次のように改める。 

別記第4号様式から別記第6号様式まで 削除 

別記第8号様式から別記第11号様式までを次のように改める。 

別記第8号様式から別記第11号様式 削除 

別記第14号様式を別記第14号の1様式とし、同様式の次に次の11様式を加える。 

記第14号の 8 様式
の 9 軽油引取税課税状況等報告書 別記第(14)
14号の 9 様式
の10 自動車税（種別割）賦課減額報告書(14)
別記第14号の10様式
の11 狩猟税課税状況集計表 別記第14号の(14)
11様式
の12 鉱区税賦課集計表 別記第14号の12様(14)
式
・ 略 ・ 略(15) (16) (15) (16)
から まで 削除 及び 削除(17) (20) (17) (18)

ゴルフ場利用税課税状況等報告書 別記第(19)
19号様式
軽油引取税課税状況等報告書 別記第20号(20)

様式
～ 略 ～ 略(21) (31) (21) (31)

2 県税事務所の長は、前項に定める帳簿等につ
いて必要があると認めるときは、所要事項を付
記し、又は所要の補正をすることができる。
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別記第17号様式から別記第20号様式までを次のように改める。 

別記第17号様式から別記第20号様式まで 削除 

   附 則 

（施行期日） 

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 

（従前の様式による用紙） 

2 この規則による改正前の和歌山県税規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用

することができる。 
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